
介護給付適正化事業における国保連合会との連携  

及び審査支払システム・適正化システムについて  

老健局介護保険課   



［垂  ヒ事業における国保中央会及び国保連合会との連携について  

1＿ 国保中央会及び国保連合会に対する協力依索引こつい三  

（1）老健局介護保険課から国保中央会・国保連合会に対する協力依頼   

①複数の都道府県から次の内容の意見・要望が出された。  

O「介護保険適正化プログラム・計画（現：介護給付適正化計画）」の策定及び今後の適  

正化事業の推進においては、国保連合会の協力が必要不可欠である。  

○厚生労働省から、国保連合会に対して協力要請を行う必要があると考える。   

②それらの意見を踏まえ、国保中央会に対して「介護給付適正化計画」の意義を説明し、国  

保中央会主催の会議において、「介護給付適正化計画」の内容、適正化事業の必要性等の  

説明を行うとともに、それらに対する国保中央会の協力を要請した。  

019年2月 国保連合会常勤役員会議  

019年5月 国保連合会介護保険担当課長会議  

（2）国保中央会から国保連合会に対する協力要請   

①国保中央会においても、国保連合会に対して、「適正化プログラム」に関する積極的な協  

力及び適正化事業への積極的な支援を依頼していただいた。  

○都道府県の要請に応じ、適正化プログラム策定委員会等への参画  

○国保達介護給付適正化システムから提供される「縦覧点検」・「医療情報との突合」処  

理の共同支援業務等の検討  

○都道府県と連携を図った国保連合会適正化関連独自事業の早期検討   

②現在、「縦覧点検」又は「医療情報との突合」の共同支援業務を実施している国保連合会  

は少ないが、支援業務の実施について検討するよう、当課からも、引き続き依頼すること  
としている。  

2＿「縦覧点検」及び「医療情幸麟 ＝こついて  

（1）事業の概要  

①概要  

各保険者が実施している又は実施する予定の介護給付適正化事業の一部を国保連合会に  

委託し、効率的かつ的確な適正化事業を実施する。   

②委託事業の流れ  

○匡‖呆連介護給付適正化システムから提供される「縦覧点検」及び「医療情報との突合」  

のリスト（情報）を国保連合会の職員が確認する。  

※国保連合会で実施する具体的な業務の内容は、各都道府県又は各保険者と国保連合会の  

協議により、異なる場合がある。  

○保険者は、必要な処理（過誤申立書の作成・確認等）を行い、「過誤申立書」を国保連  

合会に提出する。  

○国保連合会は、保険者から提出された「過誤申立書」に墨っき、過誤調整を行う。  

（2）委託の目的   

①保険者負担の軽減  

○職員が不足している等の理由により、適正化事業を実施するための十分な体制が確保で  

さない（小規模）保険者にとって、介護給付適正化システムから提供される「医療情報  

との突合」及び「縦覧点検」のリストを確認し「過誤申立書」を作成することは、大き  

な負担となっている。  

○それらのリストの確認業務等を園保連合会に委託することにより、保険者の職員は他の  

適正化事業を実施することができる。   



②事務の効率化   

○熟練した国保連合会職員が「医療情報との突合」及び「縦覧点検」のリストを確認する  

ことにより、適切な過誤調整が可能となる。  

③過誤調整の処理基準の統一化   

○匡＝呆連合会が一括して「医療情報との突合」および「縦覧点検」リストを確認すること  

により、都道府県内の過誤調整の処理基準が統一され、正確な効果額の把握が容易とな  

る。  

（3）介護報酬請求の適正化に係る保険者の事業   

①国保連合会が実施した確認業務により、明らかになった過誤調整の情幸引こ基づき、保険者  

では不当あるいは誤請求の多い事業所等に対し、指導又は研修等を行うことが介護報酬請  

求の適正化に繋がると考える。   

②併せて、不当あるいは誤った請求内容のため、国保連合会から大量に請求明細書等が返戻  

されている事業所等に対しても、同様の指導又は研修等が必要と考える。   

③事業所別の再審査・過誤・給付管理票修正・返戻の件数及び割合は、国保達介護給付適正  

化システムの「給付実績を活用した情報」の「事業所の請求等決定状況一覧表（総括表）  

（明細表）」を確認することにより把握することができる。   

④また、介護給付適正化システムのWeb検索機能を活用すると、過誤・再審査・給付管理  

票修正・返戻の抽出項目の設定やそれらの割合が00％以上の事業所を対象とするといっ  

た抽出条件の設定が可能となり、保険者において指導等を必要とする事業所の特定が容易  

となる。   

⑤なお、これらの介護報酬請求に係る指導又は研修会等を単独で開催できない保険者にあっ  

ては、都道府県又は国保連合会と協議していただき、複数の保険者が共同で介護報酬請求  

に係る事務処理等の説明を国保連合会に依頼することなども可能と考えている。   



事業所の請求等決定状況一覧表（総括表）  

日日9糊9朋柑作成  

00配健康廉錮連合会  

過誤  

犯％以上  ヨ  馴年05月  

事業所の請求等決定状況一覧表（明細表）  

；諷・ヒ＿＿∴ト）‥⊥＿＿＝二＿＿」  

鯛音名 A市  ＋】  

州即酢珊日作成  

00国民健鵬険団体連合会   

月  ‖捌・＝   

r・■   

50％以上  

サービス捷供年  



審査支払システム及び適正化システムについて  

介護給付費請求書の審査方法  

サービス提供事業所  

受給者台帳  
・要介護状態区分  
・認定有効期間  
・居宅介護支援の届出  
・給付方法の変更  
・利用者負担の減免 等  

被保険者管理  
・要介護認定  
・居宅介護支援の届出受付  
・保険料滞納による給付方法変更   
決定  等  

居宅介護サービス費  

地域密書型介護サービス賛  給付内容  
・区分支給限度基準率  
・種類支給限度基準額  

保険者台帳  
・区分支給限度基準額  
・種類支給限度基準額  

居宅介護サービス計画費  

介護給付費請求書  都道府県  

施設介護サービス費  事業所管理  
・事業所の指定  
・体制等届出の管理  

事業所台帳  
・指定状況  
・体制等の状況  

介護給付費明細書  
介護予防サービス費  

居宅介護支援事業所   
（居宅サービスのみ）  

地域密着型介護予防サービス費  

給付管理業拓  
・サービス計画の策定  
・サービス提供実絹の確認  

給付管理票  
・サービス利用実績  

介護予防サービス計画費   

地Ⅰ或包括支援センター  
（予防サービスのみ）  

給付管理業琵  
・予防サービス計画の策定  
・予防サービス提供実績の確認  

給付管理票  
・予防サービス利用実楕  



国保連介護保険審査支払等システムの役割について  

誤請求等について請求を認めていない  審査支払等システムにより返戻される請求等の主な例   

○給付管理票に記載されている単位数が受給者の支給限度額を超えている場合  
○受給者台帳に登録されている支援事業所（ケアマネ）以外からの給付管理票に係る請求  

○同一－受給者に対して、同一事業所から同一月に提供された同一サービス（重複請求）  

○届出のないサービス事業所からの請求  
○補足給付の請求が行われている場合、受給者台帳の自己負担限度額等の情報と相違している請求  
○サ・－ビスコードの単位数が、法定単位数を超えているもの  
○請求されたワービスコードが特定の要介護状態において適用される場合、当該受給者の受給者台帳の要介護状態   

と異なる場合  
○請求明細書に記載された生年月日等の情報が、保険者の育する受給者情報と異なる場合  

国保連合会の審査により査定（減算）される請求等の主な例  

1．給付管理票との照合による査定（減算）   

○給付管理票で割り当てられているサービスの種類別の給付単位数を超えた請求については、システム処矧こよ  
り査定減算扱いとなる   

○給付管理票に記載されていないサービス事業所からの請求（全額査定）   

○給付管理票に記載されていないサービス種類に係る請求（全額査定）  
2．介護給付費審査委員会による査定（減算）   

○システムにより、下記の請求明細書を抽出し、介護医療部会において審査を行う。   
任）短期入所療蓋介護における緊急時施設療養費及び特定診療費   
②介護保健施設サービスにおける緊急時施設療養費   
③介護療責型施設サービスにおける特定診療費  
※介護医療部会の委員は医師を充てている  

（2）審査支払システムの審査機能拡充に係る要望   

任）審査支払システムの機能強化について、保険者等から要望が出されている。   

②特に多い要望は、不当又は誤請求の可能性のある請求は、適正化システムによる事後確認  

ではなく、審査支払システムにおいて支払いを止めるなどの取扱いをして欲しいというも  

のである。   

③一部の保険者等から要望されている「複数月にまたがる請求内容の審査」については、審  

査支払システムの根本的な改修が必要となることが見込まれるため、十分な検討を行った  

上で改修内容及び改修時期の判断を行う必要がある。   

④引き続き、老健局及び国保中央会において検討を進めるが、真に保険者等の要望を反映し  

たシステム改修としたいと考えている。   



正化システムについて  

（1）滴lト化システムの憫要  

○給付実績を活用した情報  
（被保険音、事業所、ケアマネごとの情報を分析すること   
により、それぞれの傾向を把握することが可能）   

・更新認定及び区分変更がなされた被保険者の状況把握  
・給付費の請求状況と事業所の体制把握  
・画一的なサービス提供の把握  
・サービス提供の偏りの把握  
・事業所の請求等決定状況の把握  

指導が必要な事業所等の抽出  

（2）適正化システムから提供される情報   

①給付実績を活用した情報  
（被保険者、事業所、ケアマネジャーことの情報を分析することにより、それぞれの傾向を把握するこ  

出力情報名   出力情報の内容と視点   

更新認定被保険者一覧表  【保】  更新認定・区分変更がなされた被保険者の給付状況を確認するための情報   

サービス計画発作成体刺状況一覧表  【保／県】  居宅介護（介護予防）支援事業所のサービス計画作成体制を確認するための情報   

運営基準減算状態の状況把握表  【保／県】  居宅介護支援事業所の運営基準減算請求の件数・割合を時系列的に確認するための情報   

訪問介護サービス提供責任者数の状況一覧表 【保／県】  訪問介護事業所のサービス提供体制を確認するための情報   

定員超過・人員基準欠如状態の継続表  【保／県】  適所（予防）、短期入所（予防）、認知症対応型共同生活介護（予防）、特定施設入居者生活  
介護（予防）、地域密着型特定施設入居者生活介護、施設、地域密着型介護老人福祉施設、認  
知症対応型適所（予防）、小規模多機能型（予防）に関する定員超過・人員基準欠如請求の件  
数・割合を時系列に確認するための情報   

定員超過事業所一覧表  【保／県】  短期入所（予防）、認知症対応型共同生活介護（予防）、施設、地域密着型介護老人福祉施設  
に関する定員と利用者数を確認するための情報   

介護支援専門員あたり給付管理票作成状況一覧  給付管理票が介護支援専門員数に見合った件数かを確認するための情報   
（都道府県向け）  【県】  

介護支援専門員あたり給付管理票作成状況一覧   給付管理票が介護支援専門員数に見合った件数かを確認するための情報。保険者向けに事業所   

（保険者向け）  【保】  単位に介護支援専門員1人あたり作成件数の確認が可能   

1種板サービスによるサービス計画一覧表  【保／県】  居宅介護支援事業所のサービス計画内容の偏りを確認するための情報   

同一・近似サービス計画事業所一覧表  【保／県】  居宅介護支援事業所のサービス計画内容の画一性を確認するための情報   

給付急増事業所一覧表（都道府県向け）  【県】  介護給付費が急増した事業所の請求状況を確認するための情報   

給付急増被保険者一覧表（保険者向け）  【保】  介護給付費が急増した被保険者の給付状況を確認するための情報   

支給限度額一定割合超一覧表  【保／県】  居宅介護（介護予防）支援事業所の計画単位数の偏りを確認するための情報   

要介護度の偏りがある事業所一覧表  【保／県】  利用者の要介護度の偏りを確認するための情報   

福祉用具貸与一覧表  【保／県】  福祉用具貸与事業所（予防、外部サービス利用型を含む）が提供した用具及びその価格差を確  
記するための情報   

提供サービス1回あたりの単位数に偏りがある事業所一覧  提供サービス1回あたりの単位数の偏りを確認するための情報   
表  【保／県】   

L斗  



出力情報名   出力情報の内容と視点   

支援事業所とサービス事業所の関係一覧表  【保／県】  居宅介護（介護予防）支援事業所が計画に位置づけた居宅（介護予防、地域密着型）サービス  
事業所との関係を確認するための情報   

事業所の請求等決定状況一覧表  【保／県】  事業所の請求件数及び過誤、再審査、返戻等の状況を確認するための情報   

要介護状態区分の変更履歴  【保】  指定された被保険者について、要介護認定（要支援認定）を受けた当初9からの要介護度変更  
履歴を確認するための情報   

給付詳細情報一覧表  【保／県】  事業所ごとの詳細サービス提供の実態を確認するための情報   

事業所別サービス状況一覧表  【保／県】  事業所ごとの概略的なサービス提供の実態を確認するための情報   

受給者別給付状況一一覧表  【保】  受給者別の給付状況の内容を確認するための信幸臣   

事業所別サービス状況一覧表（年度）  【保／県】  事業所ごとのサービス提供の内容を時系列的に確認するための情報   

受給者別給付状況・十覧表（年度）  【保】  受給者別の給付内容の推移を時系列的に確認するための情報   

適正化等による申立件数・効果額（都道府県向け）【県】  保険者ごとの適正化等による申立件数と過誤調整による保険給付額の増減を確認するための情  
報   

適正化等による申立件数・効果親（保険者向け） 【保】  被保険者ごとに適正化等による申立件数と過誤調整による保険給付額の増減を確認するための  
情報   

認知症対応型共同生活介護人居着一覧表  【保】  受給者に対する事業所の特性又は自立度が正常・Mである受給者の有無に関する情報   

大規模事業所減算請求状況一覧表  【保／県】  適所介護、通所リハにて、平成18年度以降の大規模事業所減算請求の妥当性を確認するため  
の情報   

居宅介護支援請求状況一覧表  【保／県】  平成18年4月以降の居宅介護支援の請求について算定要件（特定事業所加算、運営基準減算、  
居宅介護支援費（Ⅰ）（Ⅱ）、特定事業所集中減算）の確認をするための情報   

訪問介護における特定事業所加算請求状況一覧表   平成18年4月以降、訪問介護における特定事業所加算Ⅰ・Ⅲの算定時に、重度対応要件を確   
【保／県】  諾するための情報   

他保険者利用の地域密着型サービスー覧表  【保】  みなし指定の地域密着型サービスについて、事業所所在保険者≠被保険者所在保険者である被  
保険者の給付状況を確認するための情報   

介護報酬支払根上位事業所リスト  【県】  

大規模事業所等への優先的な指導監査に資する情報   

全事業所支払額リスト   【県】  

②医療情報との突合   
（医療情報（老人保健分）と介護給付情報を突合することにより、誤った請求又は重複した請求などが確認できる情報）  

要支援）認定者等   

居宅サー  給
付
実
績
と
の
突
合
 
 

認知症対  
特定施設  
介護保険  

居宅療養  

受
給
者
台
帳
と
の
突
合
 
 

※1．平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されることに伴い、来年度以降は「後期高齢者医療の給付惰幸凱と「介護  

の給付情幸臥 を突合する必要が生じるため、保険者システムが管理している受給者台帳に後期高齢者医療に係る情報を追  

加する必要がある。  

※2．併せて、74歳以下の国民健康保険加入者の医療情報との突合の可能性についても、現在検討中である。   



②縦覧点検  （複数月の明細書における算定回数の確認やサービス問・事業所間の給付の整合性を確認するための情報）  

帳 票 名   縦 覧 点 検 項 目   

○算定期間回数制限縦覧チェック  

・福祉用具貸与の特別地域加算、初期加算、退所前後訪問相談援助加算等の算定回数  

・退所時相談操助加算等の算定期間、算定回数  
・居宅介護支援、介護予防支援の初回加算の算定回数  

○複数月の明細書  
・看取り介護加算の算定回数  

における算定回  算定期間回数制限縦覧点検チェック一覧表  0最大連続入所日数縦覧チェック   
数の確認  ・短期入所（短期利用型共同生活介護及び予防分を含む）の連続入所日数  

○算定時期縦覧チェック  

・日常生活活動訓練加算及び個別リハビリテーション加算（18年3月サービス分まで）、短期  

集中リハビリテーション実施加井、特定診療費の初期入院診療管理、理学療法リハビリ．計画加  

算・作業療法リハビリ計画加算、短期集中リハビリテーション実施加算の算定時期   

0サービス間・事   ○重複請求縦覧チェック   

重複請求縦覧チェック一覧表    某所間の整合性  ・請求明細書の重複請求   

の確認  ・複数事業所からの居宅療養管理指導、緊急時訪問者護加算等の請求  

・同一月、同一受給者の複数の特定施設入居者生活介護（予防分を含む）利用時の外部サービス  

利用型上限単位数のチェック   

居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表  ・居宅介護（介護予防）支援費、給付管理票、サービス事業所からの請求の関係  

通所介護・適所リハにおける体制等状況縦覧チエツ  
クー覧表（18年3月サービス分まで）   

要介護認定有効期間の半数を超える短期入所受給者  
一覧表   

入退所を繰り返す受給者縦覧一覧表   ・施設間の入退所を繰り返す受給者の把捉  

○その他  居宅介護支援再請求状況等一覧表   ・過誤決定（請求取り下げ）事由と再請求に係る給付管理票の内容を確認  

・月遅れ請求に係るサービス提供の有無及び内容の確認  

月途中要介護状態変更受給者一覧表   ・月途中における要介護状態の変化に応じたサービスコード（請求内容）の関係  

施設入所にかかる経過措置対象受給者一覧表   ・要支援1・2の施設受給者の、18年3月サービスの同一施設の給付実績の存在確認  

軽度の要介護者に係る福祉用具貸与品目一覧表   ・軽度の要介護者（要支援1・2、経過的要介護、要介護1）にかかる平成18年4月以降の特  

定品目の福祉用具貸与状況確認（経過措置該当者は平成18年10月からの状況確認）   

②介護給付費通知   

（サービス事業所や介護保険施設等が請求を行ったもののうち、国保連合会において審査決定した給付実績及び国保連合  

会に取り込まれた保険者での償還払分給付実績を基に、受給者学位に作成したサービス利用実績情報を各受給者に対し  

て通知する。）  

番号  X  X  X  X  ×  X  保険者名   

コ  勺Dり   

保険者                      ××市     入．れ盾：モ≡フ「且】■．文‡糞■■舅∈RIT t靂舌♯号：××－XXXX－XXXX  n（つ）く＞   作成 年月lヨ  平成18年 3月 20日  
1技保険者 番号  ■  2  3  4  5  6  7  8  9  0   フリ乃■，▲ 被1呆険者氏名  れイ    1果陰舌確t盈印  届出  

年月日  

明・大 イ／面）  ■＝什l■lt■屯◆l●  ■十l■I  ■卜nl■   

生年月l∃  性別  Lき ■ ＝  平成18年4月 から   書け月土で   

12年 3月 51∃  区～｝支Ie  165801■†立ノ月  

年   月   日  日  

棲供 時冊帯  サービス内容      月「ど】サ【‾■t＝ノく占↑                 l′ノ■亡■▼                      事美所名      ヱ  3    5  6  丁  8  g      ：】2      15    17  18  19  ZOI21122【2ユ     24  25t 2fi【27    2  2q  30  Jl        ltロ                                        ■■■■■－  

呂
亘
）
 
。
 
 
 



（2）適正化システムの機能拡充に係る要望   

①適正化システムの機能拡充についても、審査支払システムと同様に、引き続き、老健局と  

国保中央会において検討を進めてい＜が、保険者の要望を反映したシステム改修としたい  

と考えている。   

②ただし、過去に要望された機能拡充のうら、すでに対応されている機能や国保連合会の運  

用で対応できる機能などもあるため、国保中央会（国保連合会）と協力しながら、適正化  

システムの機能の周知も図っていきたいと考えている。   

※今後、．適正化システムから提供される情報をより見やすくするための機能及び特定の事業  

所に関する情報を検索しやすくするための機能等の追加について、現在検討中である。  

適正化事業による過誤調整額（効果額）の集計について  

1．適正化事業による過誤調整等の集計について  

（1）給付実績を活用した情報提供  

・適正化等による申立件数・効果額（都道府県向け）  

・適正化等による申立件数・効果額（保険者向け）  

（2）一部の保険者からサービス提供年月に基づく情報ではなく、審査年月に基づく情報の方が、   

効果的であるとの指摘があった。  

（3）その意見を踏まえ、国保中央会において、サービス提供年月ではな＜、審査年月に基づき、   

適正化等による申立件数及び効果額を把握するためのシステム（ツール）を開発した。  

（4）今後、適正化事業等による効果を的確に把握・管理していくためにも、「申立理由」を誤   

りなく記載していただくよう、各都道府県から各保険者に対して、こ連絡していただ＜よう   

お願し1したい。  

シ」   



保険者 → 国魚連合会  

介護給付費過誤申立書（例）  
保横着者号   】   
保険者名  

所在地  〒ロロローロロロロ  

連絡先  電話番号   

介護給付費寧査委員会 殿   

下記の介護給付について、過誤を申し立てます。   平成  年 月  日  

社民鋏著書月  
破保扶育氏名  事業所番号                       サービス提供年月  中正事由コード     申立事由  

平成  年  月  

n           平成  年  月  

平成  年  月  

平成  年  月  

平成 年 月  

平成  年  月  

平成  年  月  

平成 年  月  

u           平成  年  月  

平成  年  月  

適正化効果額の把握方法にかかるメリット、デメリット  

把握方法（年月）   サービス提供年月   審 査 年 月   

○不適切な報酬算定等を行ったサービ  ○適正化業務に基づく返還請求（過誤  

ス提供年月ごとの効果額が把握可能  調整）の処理年月単位での効果額が  

であり、不適切な報酬算定の状況を  把握可能。  

メリット  
時系列で把握することが可能。   ○過去（例えば1年）に遡った返還請  

○返還請求後の再請求が同一審査年月  求が発生しても、審査年月が同一月  

でな＜とも、再請求後の差引の効果  であれば、1表でその効果額が把握  

額が、1表で把握可能。   可能。   

○指導監査等により、例えば過去1年  ○過去の審査年月から積み上げを行わ  

分の返還請求を行った場合に、その  ないと、正確な効果額が把握できな  

効果額を把握するためには、作成済  い。  

みのサービス提供年月の効果額の帳  ○過去の審査年月で帳票を作成した場  

デメリット  
票を再作成する必要がある。   合、直近の最新審査年月の状態を把  

握できない。  

」   



過誤による調整頗把握リスト  

l ■引治‾i・   t ll     書白‘■・  

過誤による調整額把握リスト（適正化による過誤申立）  

雲要吉：t   

保   披   杜氏   事  事  
集  稟   申   

険  保名  所   サ提  機  田  止   
険力  所   名  ビ年  番  ビヲ   事  ＝三  良 喜胃険  

看  険号  舌ナ   番  ス月  号  スド   由  称  整給   
スト市  1（冊〕C心（X）2  シ‘ユキュウシヤ2  】35∝刷t  ××サービス！暮雲戸斤   200502  様式儒十  53  i伺Ⅰ覧申立 42：適正化による（呈五番着申立の取下げ  2∝）503  352160   
スト市  】0000DOOO4  シ■ユキュウシャ4  】35∝脚l  XXサービス事業所   20050Z  様式第八  5†  過誤申立 42：適正化による保険者申立の取下げ  2〔〉D503  305．700  

11  



過誤・再書査による効果額把握リスト   

保饅書書号   480111    書壬年月   平成17年4月  

俣 験  侵 ■  口 侵 被氏 侵名   事 t   事  稟   様 式   田   申  立   奪  所  
験 看  わ ナ   名  暮  事  

樽  号  
サ縫 l供  冨要  侵 調練  三・ミ  侵 し＝  ■■ 蹟董  重責  幼  

号   由   ビ年 ス月   ∴ごこ 納付 壌   ：ごこ 縫付 ●  求年 牡月   t ■   

480111  r）「）市  】【泊00伽Ol  シ▼ユキユウ  Ⅶ  135000001  ×Xサー▼ビス事業所   

48011l  r）ーつ市  l叩0（〉【冊2  シユキュつ  ●2  135∝〉…01  XXサー・ビス】■王所   

0  2【XI504  268620  215【〉0  

ヰ80111  ●●   

0  2【X1584  349820  1170  

l▲＝lllll  シユキ1ウ  ◆3  】35∝肋1  XXサービス■暮所   l暮式t九   52  】■娼申Ⅱ 29：山寺勤による公℡負担者申立のⅠⅣ下l  2…10  200108  315890  0  2tX〉504  Z99も丁【】  18220   

480111  「〉「）市  l▲llltlll  シュキュウ  ノ◆l  13508【叩（旧1  ※メサービス■王眉   

ヰ80111  ●●  l．1＝Illl  シ●ユキュり  5  135【〉0【冊l  XXサービス暮土所  
I一昔t八   引  勤王邑申1丁 99：■Fの他の事由による￥l■のn「F‖  200：暮lO  2∝）408  3057∝】  0  2（X〉504  295510  lD190  

▲80†ll  ●●  リ＝llll  シュキュつ  ●5  t350000（〉01  r※■ナービス暮王所  
08：i■正化によ 2（め582  2∞583  ）∝旧  2∝〉501  0  8  9000  

I■式ま二  ‖  キー書中立 古墳含                                  It電rT二  1●  属】■書申訂 06：i■芥什に上る1含   

■8ロIll  ●●  リIllltl  シ‘ユキユり  5  135DO叩1  XX■lナー「ス暮】■所  
200M  2∝1503  5850  200504  ○  8  5850  

48011l  ●●   

ほまl■三  21  貫】■書中1T D8：i■TF化に上るl■含   
リ‖llll  シユ事ユり  5  l〇5叩l  ×ズサービス■壬所  

2（XISOl  2【旧502  9【1）0  ‡【X15鋸  0000  ○  3000  

18Dlll  ●■   

¶ D6：i℡正化によるI■含   200502  脚5ロコ  ●＋叫  200504  lO000  0  －t0∝I  

リ11111l  シユキュウ  ノー5  tユ冊0l  ×Xサービス暮一所  ～∝川12  2（X〉50l  8【H：巾  2tl）504  t5（〉0  0  1．500   

48011l  「〉（つ禰  l．1＝llll  シユキュり  5  llllll  ×）いけ－・・ビス】■壬所  

1抑11l  ●●   

200502  川503  999999  200504  ○  

一事壬】E十：   

○  999999  

ll＝llll  シーユキュり  5  135∝冊1  ××サービス1一所  

48011l  r）「）市  l㈹○（糊5  シュ1ユり  ノ◆5  135∝肋1  ××■一ナー「ス】■t所  
43  過搭申立 02：枯東l妄りに上る零欄の最下け  200502  2【×〉50二〉  95（追  ○  2【旧504  85（〉0  l．000  

48011l  ●● －   

l■；王l八  51  慮1曹申∇ 06：適正化点よる場合   ‡00502  200SO：I  9000  20050ヰ  8000  

1M【脚5  シ’ユキユ勺  ノ十5  135㈹1  ××・lナーl′ス暮t所  
○  30（X）  

すt九  5，  貢暮弓F申Tr  
■8011t  ●●  10000m5  シ’ユキュウ    135（乃00001  XXサーービス嘉一所   

O6：；慶了F化によるI■含   州0502  ク∝〉583  9（〉00  ？005（川  8M  ○  1000  

48【）lll  r）「）市  1mlO  シ1露1■）・  こ｛lO  107…1  △△サービス】■1所   
○  3000  

ロ  Z【X〉504  5】764  93一‖  



過誤・再審査による効果領把握リスト（適正化による再審査申立）  

保   良   撼  事  1  様 式  絹   申  
所  立   
名  書 号  

ll   昧   保さ  繊氏 保名   事 t 所  
事  

書ナ    号  躊  由   
480＝1  （）○罵  1【K〉DODOOO5  シ‘ユキ1ウ  十5  lコ5t）∝旧（X‖  XXサービス事業所   2（に〉5（〉Z  20【）583  ，【叩0  200504  0  0  9．000   

400r＝  nn而  1DOCの【X巾05  シュキ1り  十5  l：15【冊1  XXサー「スt重商   捕式謙二  14   様式第二  叩  再さ萱申立【酢■正化による1曇含                                    蔵王否申立 06二，醜正化による土嚢含  ZOO5（）2  Z【）050コ  5850  20050■  0    0  5850   
ヰ8811l  ●●  1【）DOO桝X】05  シ■ユキュウ  5  1350∝H）00l  ×Xサービス事業所   様式第三  2l  萬書手申立 08こ；■正化による土暮合   21X）501  2【IO5t）2  9印：10  2005D－I  6000  0  コDOO   

4801tl  （つD市  1000（】【H）085  シーユキ1ウ  ノ十5  135DIXK〉α）】  x）l月・－ビス】■王所   l■≡壬顎匹l  2Z  再三曹申寸 06こ】轟正化に上るは ZtX〉5【12  20D5DJ  9（Xン）  2t竃）504  10000  0  ー1000   

1881】1  （⊃⊂〉而  10008冊5  シ’ユキュウ  十5  135【）MO01  ×Xサー・ビス手蔓所   Ii式雷五  2：I  再審査申立 08‘適正化による場合   2tXけ12  2005【〉1  9∝〉0  2（〉05Dヰ  4500  0  4500   

4鋸＝＝  ●●  ＝l▲I‖l  シ■⊃♀1ウ  ■5  1350∝棚1  XXサービス暮豊前   l蔓三【電大  32  雨曇否申寸 06：適正化に上る土呂含   2Cの502  200503  99999⊆l  2【旧5Dl  0  0  999，999   

480tlt  ●●  ll＝Llll  シ■⊃キュウ  ′十5  t：I50醐1  ×Xサービス事業所   4i式電八  51  再暮萱申立 08・適正化による1■含   Zm5D2  2DO50コ  9（〉00  2t－）5D4  8（IOO  0  3．000   

48011l  〔〕○石  tOO【10（K〉OD5  シ‘⊃キ1り  十5  】コ50∝追加1  X×サービス暮豊新   l主式篭九  52  再靂杏申立 06：適正化による1具合   Z訓：〉502  2005DJ  8∝旧  2（X〉504  8㈹  0  3000   

180】ll  ●●  ＝】ODO∝X〉D5  ソユキュウ  十5  】ユ50α：巾馴）1  大×サービス事業所   帽式電＋  53  萬暮壬申立 08：適正化による場合   2【H〕502  20050こⅠ  2丁（〉∝】  2【1）50ヰ  24000  ○  JOOO  

適正化システムの具体的な活用について  

1＿ 平成19年1月31日事務連糸割こついて  

適正化システムから提供されるデータを活用してもらうために、保険者が取り組み易い具体   

的な内容及び活用方法を提示した。  

（1）医療情報との突合  

①医療情報が月を通じて入院中（入院区分：入院、診療実日数：31日）の者に対して、居  

宅サービスの提供が行われれているもの  

②医療情報の診療実日数と介護情報の保険実数の合計が1月を超えているもの  

（2）縦覧点検  

①居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表  

・給付管理票の提出があり、サービス計画費が審査決定されているが、サービス事業所か  

らの請求がないため、確認を行う必要があるもの  

②重複請求縦覧チェック一覧表  

・介護保険施設入所中の居宅サービスについて、サービス提供状況の確認を行う必要があ  

るものや、複数の事業所から同一のサービス提供に係る請求があるため、確認を行う必  

要があるもの  

③算定期間回数制限縦覧チェック一覧表  

・初期加算の算定日数・短期入所の連続入所日数について確認を行う必要があるもの  

」ヲ 



2．適正化システムに追加された帳票で確認していただきたいものlこついて   

平成18年度中に新たに追加された情報のうら、次の情幸引こついては、「縦覧点検」や「医   

療情報との突合」と同様に、確実に不当又は誤請求であるか、若し＜は諸情報の不整合が生じ   

ているものであるため、各保険者において確認をお願いしたい。  

（1）大規模事業所減算請求状況一覧表   

・大規模事業所減算請求の内容の検証を行う。   

①適所介護の場合、前年度平均利用延人員数＞300であって、施設等の区分が「3：小規  

模型事業所」である。   

②前年度平均利用延人員数＞900であって、適所介護の場合は施設等の区分が「4：通常  

規模型事業所」、適所リハの場合は施設等区分に依らず、大規模事業所減算を算定してい  

ない給付実績が1件以上存在する。  

（2）訪問介護における特定事業所加算請求状況一覧表  

特定事業所加算における重度対応要件・人材要件が適正であるかを検証する。   

○指定されたサービス提供年月にて、特定事業所加算Ⅰ・Ⅲが請求された実績がある場合、  

次に算出する回数割合、延人員割合がいずれも20％未満である場合  

ア．加算算定月の前3ケ月（平成18年4月サービス以前を含む。算定月が8月の場合、  

5・6・7月）に当該事業所にて訪問介護のサービスを受けた受給者のうら、月末  

直近の要介護度が要介護4又は5であるものの日数回数の合計値  

イ．加算算定月の前3ケ月（平成18年4月サービス以前を含む）に当該事業所にて訪  

問介護のサービスを受けた受給者の目数回数の合計値  

り．加算算定月の前3ケ月（平成18年4月サービス以前を含む。算定月が8月の場合、  

5・6・7月）に当該事業所にて訪問介護のサービスを受けた受給者のうら、月末  

直近の要介護度が要介護4又は5である受給者の延人数  

工．加算算定月の前3ケ月（平成18年4月サービス以前を含む）に当該事業所にて訪  

問介護のサービスを受けた受給者の延人数  

※回数割合＝（ア×100）／イ  

※延人員数割合＝（ウ×100）／工   



3＿ 該当帳票が提供された場合の取扱いm  

O大規模事業所減算請求状況一覧表及び訪問介護における特定事業所加算請求状況一覧表の  

情報が提供された場合の具体的な処理手順等について、現状では複数の適正化の帳票を確  

認して、情報提供がなされた理由・原因の究明を行わなくてはならない。  

○効率的な方法（簡便な方法）で、原因の確認ができるよう、国保中央会において、検討中。  

※効率的な手法が確立された時点で、あらためて各都道府県、各保険者及び各国保連合会に  

連結したいと考えているが、該当帳票が提供されているかどうかについて確認していただ  

き、万が一、該当帳票が存在する場合は国保連合会と協力し、原因を把握していただき、  

必要な処理を行っていただきたい。  

審査支払システム及び適正化システムの改善のため、  

検討を予定している事項について  

、  
  －
  

1．関係帳票の標準仕様   

○介護報酬請求に必要な「給付管理票」「介護給付費請求書・明細書」などは、帳票の標準   

化が図られているともに、インタフェースも標準化が図られ、伝送システム等により、国  

保連合会に提出されている。   

○しかしながら、国保連合会に提出しない様々な関係帳票（居宅サービス計画書、サービス   

利用票別表など）のほとんどは、様式としては標準化されているが、インタフェースの標   

準化が図られていないため、磁気情報として活用できない状態である。   

○事業者間の情報の共有や国保連合会における審査内容の充実のため、介護支援事業者や介   

護サービス事業者が作成すべき帳票のインタフェースも標準化して、各システムベンダー   

に参‾考情報として提示することの可能性について国・国保中央会において検討中。  

2．介護給付費通知   

○適正化システムを活用して作成している介護給付費通知について、以下の事項を国・国保  

中央会で検討中。   

・介護給付費通知の内容   

・作成期間の短縮   

・介護給付費通知の送付方法（経済的・効果的な送付方法の検討）  
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